
私立学校振興費補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

現 行 改      正      後  

 

私立学校振興費補助金交付要綱（昭和 37年６月 19日岩手県告示第 482号） 

 

昭和 4 4 年５月２日 

［略］ 

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日 

一部改正 

 

一部改正 

 

［略］ 

 

（補助金の交付の対象及び補助額） 

第２ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。 

 

［略］ 

経              費 補 助 額 

１ 運営費 県内に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援

学校又は幼保連携型認定こども園（以下この項において「幼稚園

等」という。）を設置する学校法人等（別に定めるものに限

る。）が当該幼稚園等を運営する場合に要する人件費（役員報酬

及び退職金を除く。）、教育管理経費、借入金等利息及び設備費

（車両設備費を除く。）（以下「経常的経費」という。） 

定   額 

［略］ 

 

私立学校振興費補助金交付要綱（昭和 37年６月 19日岩手県告示第 482号） 

 

昭和 4 4 年５月２日 

［略］ 

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ 日 

令和３年４月 2 7 日 

一部改正 

 

一部改正 

一部改正 

 ［略］ 

 

（補助金の交付の対象及び補助額） 

第２ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。 

 

［略］ 

経              費 補 助 額 

１ 運営費 県内に幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支

援学校（以下この項において「幼稚園等」という。）を設置する

学校法人等（別に定めるものに限る。）が当該幼稚園等を運営す

る場合に要する人件費（役員報酬及び退職金を除く。）、教育管

理経費、借入金等利息及び設備費（車両設備費を除く。）（以下

「経常的経費」という。） 

定   額 

［略］ 

摘 

要 
改正箇所は下線のとおりである。 


